
 

 

「市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書」 

・ 給与から市県民税を差引きされる方は、給与の支払い者（勤務先等）から通知書を配布されます。 

・ 市町村により通知名や様式、送付時期は異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村民税所得割額の確認方法① 

 

※郡山市の通知見本です。 

（１） 

（２） 

（１）市民税 所得割額⑥ を確認します。 

（２）（摘要）を確認し、「住宅借入金等特別税額控除」「寄附金税額控除」等保育料算定に適用されない控除の表記があるか確認します。 

⇒ 表記がない場合は、（１）市民税 所得割額⑥ に記載された金額が目安です。 

⇒ 表記がある場合は、（１）市民税 所得割額⑥ に記載された金額と（摘要）に記載された上記控除の市分の金額を合計した金額が目安です。 

 

※「外国税額控除」「配当控除」「配当割額・株式等譲渡所得割額控除」等保育料算定に適用されない控除は、（２）（摘要）に記載されないため、正確な

所得割額を確認できない場合があります。 


